
 
支払基金統一事例 

【 検査 】 

 

８１１ スリットＭ後生体染色使用再検査（屈折異常の初診時）の算定につ

いて 

 

《令和８年４月３０日》 

 

○ 取扱い 

 

初診時の屈折異常に対するＤ257 細隙灯顕微鏡検査（前眼部及び後眼部）及

びＤ273 細隙灯顕微鏡検査（前眼部）の後生体染色使用再検査の算定は、原則

として認められない。 

 

 

○ 取扱いを作成した根拠等 

 

細隙灯顕微鏡検査は、スリット状の細隙光を眼球にあて顕微鏡で立体的に

組織断面を観察する検査で、前眼部（角膜から水晶体前面まで）と、散瞳して

特殊レンズを併用することにより後眼部（水晶体裏面から網膜まで）を観察す

ることができるものである。また、細隙灯顕微鏡検査後生体染色使用再検査は、

眼科検査用試験紙（フルオレセイン）で角膜や結膜の表面を染色して上皮欠損

の範囲や形状を検査するものである。 

したがって、上記検査目的より、初診時の屈折異常に対する当該再検査の臨

床的有用性は低いと考えられる。 

以上のことから、初診時の屈折異常に対するＤ257 細隙灯顕微鏡検査（前眼

部及び後眼部）及びＤ273 細隙灯顕微鏡検査（前眼部）の後生体染色使用再検

査の算定は、原則として認められないと判断した。 
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